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ネットワークの中立性を巡るネットワークの中立性を巡る
議論の現状議論の現状
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ＩＰ化の進展に伴う競争環境の変化ＩＰ化の進展に伴う競争環境の変化

（１）ブロードバンド化の進展-----リッチコンテンツの流通の拡大
（２）水平的市場統合の進展-----イントラモダルな競争からインターモダルな競争への転換
（３）垂直的市場統合の進展-----各レイヤー全体を念頭に置いた公正競争確保の必要性
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ネットワークネットワーク上を流通するトラフィックの急増上を流通するトラフィックの急増

出典：各IXのデータを参考に作成　

（参考）国内主要ＩＸ（ＪＰＩＸ、ＪＰＮＡＰ、ＮＳＰＩＸＰ）（参考）国内主要ＩＸ（ＪＰＩＸ、ＪＰＮＡＰ、ＮＳＰＩＸＰ）でで交換されるトラヒックの推移交換されるトラヒックの推移
（Gbps）

※　IX (Internet eXchange)：インターネット接続事業者間を相互接続する相互接続点

１日の平均トラヒックの月平均

１日のピークトラヒックの月平均

158.4Gbps(2005.11)

115.9Gbps(2005.11)

■我が国のブロードバンド契約者のトラヒック総量(注)は、０５年１１月時点で４８６Ｇｂｐｓと推計。これは、０４年１１月時点（３２４Ｇｂｐｓ）と比
べて約１．５倍の増加。

　(注)０４年１１月より、半年ごと（５，１１月）に、国内主要ＩＸで交換されるトラヒック量等を基にブロードバンド契約者のトラヒック総量を推計。

■このようなトラヒックの急増に対応するため、通信事業者における設備増強の必要性が増大。
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・JPIX 　 Japan Internet eXchange
（日本インターネットエクスチェンジ株式会社が運営するIX）

・JPNAP Japan Network Access Point 
（インターネットマルチフィード株式会社が運営するIX）

・NSPIXP Network Service Provider Internet eXchange Point
（WIDE　Projectが運営するIX）

・JPIX 　 Japan Internet eXchange
（日本インターネットエクスチェンジ株式会社が運営するIX）

・JPNAP Japan Network Access Point 
（インターネットマルチフィード株式会社が運営するIX）

・NSPIXP Network Service Provider Internet eXchange Point
（WIDE　Projectが運営するIX）

158.4Gbps(05年11月)

115.9Gbps(05年11月)
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“下り”トラフィックの推移（ある大手プロバイダーの例）

帯域占有率が９
０％近くに達して
いる場合が発生

時間に依存す
ることなく、Ｐ２Ｐ
の占める比率
が上昇
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“上り”トラフィックの推移（ある大手プロバイダーの例）

“上り”では“下
り”以上にＰ２Ｐ
の占める比率
が高い
状況

帯域占有率は
上りでも８０％を
上回る場合が
発生
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エンド側とネットワークの関係エンド側とネットワークの関係

従来のコンテンツの流れ

コンテンツプロバイダ（上流）

エンドユーザ（下流）

最近のコンテンツの流れ

ネットワーク
（P2P型）

エンドユーザ
兼コンテンツプロバイダ
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■ネットワーク中立性の議論は、
　●端末レイヤーからコンテンツ・アプリケーションレイヤーに至る各レイヤーのインターフェースの　
　　 オープン化や、各レイヤー間・レイヤー内のコスト負担の在り方という広範な検討課題。
●ドミナント規制を含む接続政策や料金政策など相互に関連した問題を内包。

■ブロードバンド基盤が整備された環境下（とりわけＦＴＴＨの普及によるＰ２Ｐ通信の爆発的増加）で
　 は、我が国が世界に先駆けて、ネットワークの中立性に係る具体的な問題に直面する可能性。

““ネットワークネットワークの中立性”を巡る検討の経緯の中立性”を巡る検討の経緯

　「IP化の進展に対応した競争ルールの在り方に関する懇談会」報告（０６年９月）において、ネットワー
クの中立性に関する議論のポイントを整理。

　「新競争促進プログラム２０１０」（０６年９月）において、総務省としての今後の取組方針を発表。

　(7) ネットワークの中立性の在り方に関する検討ネットワークの中立性の在り方に関する検討

　　　ＩＰ化が進展する中、ネットワークの利用の公平性（通信レイヤーの他のレイヤーに対する中立性）やネットワークのコスト負担の公平性（通信
　
　 網増強のためのコストシェアリングモデルの中立性）といった、いわゆるネットワークの中立性の在り方について検討を行う。
　　　 このため、ネットワークの中立性原則を軸として、ＩＰ網への本格的な移行を想定した競争政策上の検討課題を抽出・整理する観点から、関ネットワークの中立性原則を軸として、ＩＰ網への本格的な移行を想定した競争政策上の検討課題を抽出・整理する観点から、関　　
　　 係係各各方面の参画を得て検討する場を設け、０７年夏を目途に第一次の取りまとめを行う方面の参画を得て検討する場を設け、０７年夏を目途に第一次の取りまとめを行う。

これを踏まえ、引き続き検討を継続し、０８年夏を目途に検討結果を取りまとめる。

　「ネットワークの中立性に関する懇談会」において具体的な議論を開始。
（０７年夏を目途に第一次の取りまとめ）
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ネットワークのコスト負担の公平性
　通信網増強のための

コストシェアリングモデルの中立性

ネットワークの利用の公平性
通信レイヤー（物理網レイヤー、通信サービスレイヤー）の

他のレイヤーに対する中立性

１．利用者がＩＰ網を柔軟に利用して、コンテンツ・アプリケーションレイヤーに自由にアクセス可能自由にアクセス可能であること。
２．利用者が技術基準に適合した端末端末を、ＩＰ網に自由に接続自由に接続し、端末間の通信を柔軟に行う端末間の通信を柔軟に行うことが可能であること。
３．利用者が通信レイヤー（物理網レイヤー・通信サービスレイヤー）及びプラットフォームレイヤーを適正な対価で公平に適正な対価で公平に
　　利用可能　　利用可能であること。

ネットワークの中立性に関する３原則
（利用者の視点）

ネットワークの中立性を確保するための政策評価パラメータ

（注）利用者(エンド側)には、エンドユーザのみならず、コンテンツプロ
バイダー等のＩＰ網を利用して事業展開を行う事業者もこれに含まれ
る。

それぞれのパラメータについて、具体的な政策を総合的に展開

Ｐ２Ｐ等を活用した
ネット利用多様化の実現
（新産業の創出）

■Ｐ２Ｐやグリッドの活用に伴う
ネットワーク構造の変化
■Ｐ２Ｐを活用したこれからのビジ
ネスモデルを実現するため要素
■Ｐ２Ｐの普及に伴う様々な社会
規律との関係 等

■Ｐ２Ｐやグリッドの活用に伴う
ネットワーク構造の変化
■Ｐ２Ｐを活用したこれからのビジ
ネスモデルを実現するため要素
■Ｐ２Ｐの普及に伴う様々な社会
規律との関係 等

相互に関連相互に関連

ネットワークの中立性を巡る主な検討項目ネットワークの中立性を巡る主な検討項目
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物理網
レイヤー

通信サービス
レイヤー

プラットフォーム
レイヤー

ｺﾝﾃﾝﾂ･ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
レイヤー

端末レイヤー

ネットワークに損傷を与えない (“no harm to the network”)原則等に合致する限り、多様な端
末が自由にネットワークに接続され、端末側においてサービス制御が行なわれる選択肢を認
めることが適当。

端末のオープンな接続の確保

認証・課金、サービス制御などの機能を有するプラットフォーム機能が円滑に機能することによ
り、コンテンツ・アプリケーションの円滑な流通を確保することが必要。特に、ドミナンス性を有
するＮＴＴ東西についてプラットフォーム機能のオープン性の確保が必要。

プラットフォーム機能のオープン性の確保

特定のアプリケーションの利用によりネットワーク全体のQoSに著しい影響を与える場合、ど
のような条件であれば制限を課すことが認められるか。

アプリケーション等の利用の同等性の確保

　
端末の基本機能通話品質、安全・信頼性、
端末とＮＷの接続性・運用性）の確保

認証制度の在り方

　
指定電気通信設備制度の在り方
（上位レイヤーへの市場支配力の

濫用と関連）

　
アプリケーション機能の利用制限

の在り方

ドミナント規制（接
続ルールの在り方）

ネットワーク運用の
在り方に関する一

般原則

端末基準等の
在り方

ネットワークの利用の公平性ネットワークの利用の公平性
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レガシー網とレガシー網とIPIP網におけるインテリジェンスの違い網におけるインテリジェンスの違い

レガシー網レガシー網

ネットワーク側で
エンドエンドの通信

を制御

IPIP網網

IP網
（ネットワーク側で制御）

IP網

（エンド側で制御）

■ エンド側のコンピューティング能力の飛躍的向上、アプリケーション機能の向上等により、インテリジェンスを

ネットワーク側が持つことも、エンド側で持つことも可能に。
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ネットワーク基盤ネットワーク基盤
（転送機能）（転送機能）

セッション
制御

認証・
セキュリティ

課金管理

Edge node

Core node

Optical
accessxDSL Other

accesses
Wireless

LAN

固定電話　パソコン　情報家電　ＰＣ　携帯電話
　　

アプリケーション・サーバー等アプリケーション・サーバー等

コンテンツ
　 配信

テレビ
電話 ･･･････

コア網

アクセス
網

プラットフォーム／プラットフォーム／
サービス基盤サービス基盤

（サービス付与機能）（サービス付与機能）

アプリケーション機能アプリケーション機能

コンテンツ・アプリケーション群コンテンツ・アプリケーション群

他の通信事業者他の通信事業者
のＮＧＮのＮＧＮ

SNISNIのオープン化のオープン化

↓↓
多様な多様な

コンテンツ・アプリケーションコンテンツ・アプリケーション
ビジネスをＮＧＮ上で展開ビジネスをＮＧＮ上で展開

ＵＵNINIのオープン化のオープン化

↓↓
多様なネットワーク機器の開発多様なネットワーク機器の開発

を可能とする標準化を可能とする標準化

ＮＮNINIのオープン化のオープン化

↓↓
円滑な事業者間接続による円滑な事業者間接続による

フルＩＰ化の展開フルＩＰ化の展開

物理網
レイヤー

通信サービス
レイヤー

プラットフォーム
レイヤー

コンテンツ・
アプリケーション
レイヤー

物理網

レイヤー

上
位
レ
イ
ヤ
ー
か
ら
下
位
レ
イ
ヤ
ー
ま
で
の
市
場
創
出
の
好
循
環

上
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環

ネットワークの中立性と次世代ネットワークとの関係ネットワークの中立性と次世代ネットワークとの関係
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物理網
レイヤー

通信サービス
レイヤー

プラットフォーム
レイヤー

ｺﾝﾃﾝﾂ･ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
レイヤー（ＣＰ等）

端末レイヤー
（エンドユーザ）

受益者負担原則に沿って、より多くの帯域を安定して利用する利用者から追加的に料金を徴
収する帯域別料金（または最低帯域保証型のサービスメニュー）を設定することは妥当か。事
業者間精算が円滑に行われていることが前提条件。　　　　　

帯域圧縮技術の導入など、新技術の導入に係る限界費用と追加的料金徴収の可能性につい
て、慎重な検討が必要。安易に追加的料金を利用者やＣＰから徴収するのは適当でない。

急速な技術革新に伴うコスト吸収の可能性

Ｐ２Ｐ通信の拡大によりリッチコンテンツ等を配信するのはCP (Content Provider)に限定され
ない。サーバ配信型とＰ２Ｐ型を峻別するのは困難。

リッチコンテンツの配信に係る追加的料金の徴収の妥当性

リッチコンテンツリッチコンテンツ

リッチコンテンツリッチコンテンツ

帯域別料金の妥当性

設備事業者とＩＳＰ間、ＩＳＰ相互間（上位tierのＩＳＰと下位tierのＩＳＰ間）の接続料の設定は市場
メカニズムの中で健全に形成されるか（想定を上回るパケット流通の拡大が進むと、需給バラ
ンスが明確に反映された取引が行われない可能性）。　　

事業者間のコスト清算の妥当性

　
次世代網（ＩＰ網）を念頭に置いた
接続料・接続ルールの在り方

　
利用者料金の在り方

　
利用者（事業者）料金の在り方

ネットワークのコスト負担の公平性ネットワークのコスト負担の公平性


